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令和 3年度事業計画書 

（令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月 31日） 
 

 

１．事業実施の概略 
  瑞穂区及びその近隣に対して、高齢者・障害者及びその他手助けを必要とする人たちの介

護・家事援助等を中心に活動を行います。 

また名古屋市との連携では、今年度も担い手の育成に取り組みます。 

そしてすけっとファミリーの関係する地域において、近い将来ヘルパー不足で生じる介護難民

をくい止める一助になるよう、出来る限り担い手を獲得し、初任者研修・介護福祉士へと育成

を継続していきます。 

まだまだ収束しない、コロナウイルス感染については、検温・手洗い・うがい・マスクの着

用をすけっとファミリーの全職員に徹底します。 ご利用者様にもマスクの着用については強

くお願いをし、「持ち込まない・持ち帰らない」を今年度も徹底して参ります。 

さらに職員やご利用者のご家族様にも協力を仰ぎ、体調不良等気になる点があれば即ご連絡い

ただけるよう折に触れお願いを重ねます。 

感染予防のためのマスク・洗剤・消毒液等々の備品については不足のないよう管理に努めます。 

令和 3 年度の介護保険改正により義務化された「感染症対策」・「災害対策」・「事業継続

対策」・「虐待防止対策」に真摯に取り組みます。 

令和 2 年度はコロナ禍のもと十分な研修を開催する事が出来ませんでした。今年度は出来る

限り研修を開催しヘルパーの質を高める努力をします。  

又オンラインで就業中に必要な研修を受講できるよう環境を整えます。 

今年度の地域交流事業については行政との連絡を密にし、「すけっと春祭り」・「わくわく

みずほまつり」の開催決定を見極めます。 

令和 3 年 4 月 7 日からすけっとファミリーの駐車場において野菜マルシェを開催し、地域の

住民との更なる交流をし、災害対策として、地域の方々と共に訓練・研修・助け合いが出来る

つながりを目指します。 

従来から目標にしていた「認定ＮＰＯ」の取得が難しく、今年度は名古屋市の「指定ＮＰ

Ｏ」の取得を目指し、最終的に「認定ＮＰＯ」につながるよう努力を続けます。 

 
①訪問介護及び障がい者支援事業所においては、 

 今年度もヘルパーの確保に力を入れます。さらに介護福祉士等の資格取得を支援し、ケアの

質を高めます。 事業収入を高めるためにサービス提供責任者の増員と育成に努めます。 

コロナ禍において、ヘルパーさんのストレスを緩和し、モチベーションを高められるよう努め

ます。  

ＩＴを取り入れ業務の効率を高めます。 
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②ケアプラン事業所においては、 

特定事業所を視野に入れた人員整備を行います。 

地域の相談事に真摯に取り組み、安心して地域住民が生活出来るよう努めます。 

地縁組織・医療関係者・行政との連携を密にし、情報の収集に努めます。 

オンラインも利用し、研修や事例検討会に参加する機会を作ります。 

 

③通所介護事業所においては、 

コロナ禍、感染予防のための施設内、車両等々の消毒・清潔に努めます。 ご利用者の不安

を払しょくするため、施設内に滞在中は楽しく、安心してお過ごしいただける環境を作ります。 

ご利用者確保のために、できる限りインスタグラムを活用し、りふれの広報に努めます。 

ＩＴを取り入れ、業務の効率化に努めます。 

 
 すけっとファミリーの職員は、現場の最前線で緊張と共に不安を抱えながら活動をしていま

す。コロナ感染が長期になり、たまりにたまったストレスを発散するための「ミーティングタ

イム」を設けます。 

また、愛知県・名古屋市のネットワークグループ「あいち福祉ネット」・「なごや福祉ネッ

ト」とのつながりを深め、情報交換・研修・介護保険制度に関わる問題解決のためフォーラム

を開催します。 
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２．事業の実施に関する事項 
（１）特定非営利活動にかかわる事業 

①訪問介護、家事援助等の在宅福祉サービス事業 

（ア）事業内容 

高齢者・障害者・その他援助を必要とする人々の介護援助（入浴や排泄の介助・清拭・ 

おむつ 交換・食事介助・通院介助など）、家事援助（調理・買物・掃除など） 

（イ）実施日時 

      随時 

（ウ）実施場所 

      瑞穂区を中心に昭和区・天白区・南区ほか 

（エ）従事者 

      正会員及び活動会員 

（オ）受益対象者の範囲 

      援助の必要な障害者・高齢者及びその他手助けを必要とする人  々    

（カ）収入額 ： 6,600,000円 ※保険外利用料 

    ・利用料単価 （2,500円） 

 （キ）支出額 ： 5,607,000円 

・介護保険外人件費 （5,032,000円） 

・その他、この事業に係わる経費 （575,000円） 

 
②介護保険法による居宅サービス事業 

（ア）事業内容 

援助を必要とする要介護者の訪問介護･通所介護 

（イ）実施日時 

訪問介護  随時 

通所介護  毎週月曜日から土曜日   9時40分～16時45分 

（ウ）実施場所 

訪問介護  瑞穂区を中心に昭和区・天白区・南区ほか 

通所介護  瑞穂区弥富通三丁目45番地 

（エ）従事者 

訪問介護：正会員及び活動会員 

通所介護：正会員及び活動会員 

（オ）受益対象者の範囲 

・訪問介護 

援助の必要な要介護認定高齢者 

   ・通所介護 

一人住まいあるいは引きこもりがちな高齢者及び基準該当の障害者 

（カ）収入額 ： 51,575,000円 

１．訪問介護利用料（23,958,000円） 
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・利用単価（介護保険報酬単価による） 

２．通所介護利用料（27,617,000円） 

・利用単価（介護保険報酬単価による） 

（キ）支出額 ： 46,661,000円 

・訪問介護人件費（17,703,000円） 

・通所介護人件費（21,347,000円） 

・その他、この事業にかかる経費（円）（7,611,000円） 

【訪問：2,434,000円､通所：5,177,000円】 

 

 ③介護保険法による介護予防サービス事業 

実施なし 

 
 ④介護保険法による居宅介護支援事業 

（ア）事業内容 

介護保険サービスに係るケアプラン作成等 

（イ）実施日時 

月曜から金曜の午前９時から午後５時まで 

（ウ）実施場所 

瑞穂区を中心に昭和区・天白区・南区ほか 

（エ）従事者 

介護支援専門員 

（オ）受益対象者の範囲・延べ利用人数 

    居宅支援を必要とする人  々

（カ）収入額 ： 8,650,000円 

（キ）支出額 ： 8,650,000円 

 

⑤介護保険法による小規模多機能の介護施設事業 

実施なし 

 
⑥介護保険法による第１号訪問事業及び第１号通所事業 

１）予防専門型訪問サービス 

（ア）事業内容 

援助を必要とする要支援者の訪問介護 

（イ）実施日時 

        訪問介護  随時 

（ウ）実施場所 

        訪問介護  瑞穂区 

（エ）従事者 

        訪問介護  正会員及び活動会員 
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（オ）受益対象者の範囲及び利用件数 

援助の必要な要支援認定高齢者 

（カ）収入額 ： 12,499,000円 

・利用単価 （介護保険報酬単価による） 

（キ）支出額 ： 10,612,000円 

・人件費（9,529,000円） 

    ・その他、この事業にかかる経費（1,083,000円） 

 
２）生活支援型訪問サービス 

（ア）事業内容 

援助を必要とする要支援者の訪問介護 

（イ）実施日時 

        訪問介護  随時 

（ウ）実施場所 

        訪問介護  瑞穂区 

（エ）従事者 

        訪問介護  正会員及び活動会員 

（オ）受益対象者の範囲及び利用件数・人数 

援助の必要な要支援認定高齢者 

（カ）収入額 ： 743,000円 

・利用単価 （介護保険報酬単価による） 

（キ）支出額 ： 631,000円 

・人件費（566,000円） 

    ・その他、この事業にかかる経費（65,000円） 

 
３）予防専門型通所サービス 

（ア）事業内容 

援助を必要とする要支援者の通所介護 

（イ）実施日時 

     通所介護  毎週月曜日から土曜日   9時40分～16時45分 

（ウ）実施場所 

     通所介護  瑞穂区弥富通三丁目45番地 

（エ）従事者 

     通所介護  正会員及び活動会員 

（オ）受益対象者の範囲 

一人住まいあるいは引きこもりがちな高齢者 

（カ）収入額 ： 2,376,000円 

・利用単価 （介護保険報酬単価による） 

（キ）支出額 ： 2,340,000円 
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    ・人件費（1,844,000円） 

    ・その他、この事業にかかる経費（496,000円） 

 
⑦障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業及び

障害福祉サービス事業 

（ア）事業内容 

・障害福祉サービス：障害者（児）の援助を必要とする人々の介護援助、移動、 

家事援助等を行う 

・生活介護：一人住まいあるいは引きこもりがちな障害者（基準該当） 

（イ）実施日時 

   ・障害福祉サービス  随時 

・生活介護      毎週月曜日から土曜日   9時40分～16時45分                  

（ウ）実施場所 

   ・障害福祉サービス  瑞穂区を中心に昭和区・天白区・南区ほか 

・生活介護      瑞穂区弥富通三丁目45番地 

（エ）従事者 

・障害福祉サービス  正会員及び活動会員 

・生活介護      正会員及び活動会員 

（オ）受益対象者の範囲 

    ・障害福祉サービス：援助の必要な障害者（児） 

・生活介護：一人住まいあるいは引きこもりがちな障害者 

（カ）収入額 ： 30,007,000円 

   ・障害福祉サービス（19,200,000円） 

【障害者自立：15,807,000円 移動支援：3,393,000円】 

   ・生活介護（10,807,000円） 

（キ）支出額 ： 26,853,000円 

   ・障害福祉サービス（16,301,000円） 

・人件費（14,638,000円）【自立：12,051,000円 移動：2,587,000円】 

・その他この事業に係る経費（1,663,000円）【自立：1,369,000円 移動：294,000円】 

   ・生活介護（10,552,000円） 

・人件費（8,297,000円） 

・その他、この事業に係る経費（2,255,000円） 

 

⑧介護教室、ホームヘルパーの教育研修事業 

（ア）事業内容 

研修講師及び見学受け入れ（日常生活支援研修生） 

（イ）実施日時 

    随時 

 （ウ）実施場所 
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    研修開催会場及びデイサロンりふれ 

 （エ）従事者 

    正会員及び活動会員 

 （オ）受益対象者 

    日常生活支援研修生 

 （カ）収入額 ： 20,000円 

 （キ）支出額 ： 20,000円 

 
⑨子育て支援サービス事業 

（ア）事業内容 

共働き家庭のお子さんの送迎や緊急時の送迎・留守番。ひとり親家庭や産後家庭の家事 

援助等 

（イ）実施日時 

随時 

（ウ）実施場所 

瑞穂区 

 （エ）従事者 

    正会員及び活動会員 

（オ）受益対称者の範囲 

手助けを必要とする共稼ぎ家庭･ひとり親家庭及び産前産後の家庭の子どもやその家族 

・産後ヘルプ 延べ利用件数 

・ひとり親 延べ利用件数 

（カ）収入額 ： 720,000円 

（キ）支出額 ： 612,000円（人件費：549,000円 その他この事業に係る経費：63,000円） 

 
⑩移送サービス事業 

実施なし 

 

⑪デイサービス事業 

実施なし 

 
⑫配食サービス事業 

実施なし 

 
⑬福祉やまちづくりに関する啓発や調査研究事業 

実施なし 

 
⑭福祉やまちづくりに関する用具や物品の提供事業 

実施なし 
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⑮福祉やまちづくりに関する相談助言事業 

  実施なし 

 

⑯高齢者や障害者等の自立や生活を支援する事業 

（ア）事業内容 

無料で部屋を提供し、様々な教室を開いてもらい、高齢者障害者など引き篭もりがちな 

方々に趣味と生き甲斐に繋がるきっかけを提供 

（イ）実施日時 

雁道すけっと茶論 ：毎月第３木曜日（絵手紙） 13時～15時 

弥富通すけっと茶論：毎月第4木曜日（絵手紙） 13時半～15時半 

（ウ）実施場所 

雁道すけっと茶論 ：ハットリ本店（滝子商店街）（絵手紙） 

※コロナ禍で会場を「雁ぶらサロン」から変更して実施 

弥富通すけっと茶論：すけっとファミリー研修室（絵手紙） 

（エ）従事者 

       すけっとファミリースタッフ 

（オ）受益対象者 

      高齢者・障害者その他地域の方  々

（カ）収入額 ： 78,000円 

（キ）支出額 ： 78,000円 

 
⑰福祉やまちづくりに関する場所提供事業 

  実施なし 

 
⑱福祉に関する講演会事業 

実施なし 
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３．会議の開催に関する事項 
（１）総会 

（ア）開催日時及び場所  

      令和3年6月8日（火） 午後17時から18時 

瑞穂区弥富通三丁目45番地 すけっとファミリー研修室 

（イ）議題 

・令和2年度事業報告 

・令和2年度会計報告 

・令和3年度事業計画 

・令和3年度予算 

・役員改選 

 
（２）理事会 

年5回開催 

開催場所  すけっとファミリー研修室 

 

 

 

以上 

 


